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Ｎｏ．６５５ 

令和７年 

３月１４日号 広  報 

ま
ち
づ
く
り
審
議
会 

委
員
を
公
募 

 

町
政
に
み
な
さ
ん
の
意
見
を
反
映

し
て
い
く
た
め
に
、
ま
ち
づ
く
り
審

議
会
委
員
と
し
て
活
動
し
て
く
だ
さ

る
方
を
次
の
と
お
り
公
募
し
ま
す
。 

▼
審
議
内
容
／
ま
ち
づ
く
り
の
計
画

の
策
定
や
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
町
長
の
諮
問
に
応
じ
て
審
議

し
、
意
見
を
述
べ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
募
集
人
数
／
６
名 

▼
公
募
資
格
／
町
内
に
住
所
を
有

し
、
現
に
居
住
し
て
い
る
20
歳
以
上

65
歳
未
満
の
方
で
、
積
極
的
に
意
見

を
述
べ
ら
れ
る
方 

▼
任
期
／ 

令
和
７
年
度
～
８
年
度
（
２
ヵ
年
） 

▼
応
募
方
法
／
次
の
事
項
を
申
込
用

紙
に
記
入
し
、
郵
送
ま
た
は
持
参
く

だ
さ
い
。 

①
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
等 

②
現
在
の
職
業
・
勤
務
先 

③
応
募
理
由
（
２
０
０
字
程
度
） 

 

※
申
込
書
は
町
ま
ち
づ
く
り
課
に
用

意
し
て
い
ま
す
。 

▼
〆
切
／
３
月
24
日
（
月
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
ま
ち
づ
く
り
課
企
画
調
整
係 

（
32
）
０
１
０
４ 

平成２５年(２０１３年) 

８月４日を「縄文の女神の日」に制定。 

山形県内の市町村が、地域の課題に沿って作成している里山再生アクションプランに基づ

いた森づくり活動に対して、支援するのが「みどり豊かな森林環境づくり推進事業」です。 

▼対象／ 

〇豊かな森づくり       〇自然環境保全活動  

〇森や自然とのふれあい活動  〇木に親しむ環境づくり 

▼舟形町での活動事例／ 

地域住民や小中学生が主体となって、県産木材に触れ合う活動や町内の森林保全の活動を

行なっています。 

▼今年度の取組み事業／ 

・町内ベンチ木製化プロジェクト 

・子育て支援センター「みらい」木製おもちゃプロジェクト 

・薬師の森の自然学習会 

・長尾町内会との協働による「念仏の松」の保全事業 

・舟形小学校森の積木広場活動 

・堀内桜の木保全事業 

▼問い合わせ／舟形町農業振興課農業振興係 （32）0947 



広告 

                               

                               

                               

                               

                               

舟
形
町
振
興
公
社
の
職
員
（
正
社

員
・
パ
ー
ト
職
員
）
を
募
集
し
ま
す
。 

【
正
社
員
】 

▼
勤
務
内
容
／
舟
形
若
あ
ゆ
温
泉
で

の
一
般
事
務
・
館
内
業
務
等 

▼
採
用
人
数
／
１
名 

▼
給
与
／
月
額
１
８
７
，
５
０
０
円

（
昇
給
年
１
回
、
賞
与
年
２
回
） 

▼
雇
用
期
間
／ 

令
和
７
年
４
月
１
日
（
火
）
～ 

（
要
相
談
） 

▼
勤
務
時
間
／ 

午
前
８
時
～
午
後
５
時 

▼
応
募
資
格
／ 

・
原
則
最
上
管
内
に
住
所
が
あ
り
、

通
勤
可
能
な
方 

・
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
で
60
歳

未
満
の
方 

【
パ
ー
ト
職
員
】 

▼
勤
務
内
容
／ 

舟
形
若
あ
ゆ
温
泉
で
の
フ
ロ
ン
ト
業

務
・
食
堂
調
理
補
助
等 

▼
採
用
人
数
／
１
名 

▼
給
与
／
時
給
９
６
０
～
９
９
０
円 

▼
雇
用
期
間
／
要
相
談 

▼
勤
務
時
間
／
１
日
８
時
間
以
内 

▼
応
募
資
格
／ 

・
通
勤
可
能
な
方 

▼
待
遇
／
通
勤
手
当
有
、
年
休
有
（
日

数
は
勤
続
期
間
に
よ
る
）、
社
会
保
険

加
入 

 

舟
形
町
振
興
公
社
職
員
募
集 

▼
申
請
方
法
／
履
歴
書
（
Ａ
３
判
、
写

真
添
付
）
を
持
参
く
だ
さ
い
。 

▼
申
込
み
期
間
／ 

３
月
17
日
（
月
）
～
28
日
（
金
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

(

株)

舟
形
町
振
興
公
社 

（
32
）
３
６
５
５ 

合
唱
団
キ
ャ
ッ
ス
ル
サ
イ
ド 

20
周
年
記
念
演
奏
会 

 

合
唱
団
結
成
20 

周
年
を
記
念
し

た
記
念
演
奏
会
を
開
催
し
ま
す
。 

▼
日
時
／ 

４
月
20
日
（
日
）
午
後
２
時
～ 

▼
場
所
／
新
庄
市
民
文
化
会
館 

▼
参
加
費
／
無
料 

▼
そ
の
他
／
団
員
は
随
時
募
集
し
て

い
ま
す
の
で
、
気
軽
に
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

合
唱
団
キ
ャ
ッ
ス
ル
サ
イ
ド 

（
22
）
３
３
８
３ 

転出届は、マイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。 

右のＱＲコードからマイナポータル「引越し手続について」を利用ください。 

▼ ／ 

・有効な電子証明書搭載のマイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書をお持ちの方 

・日本国内での引越しをされる方 

※本人または同じ世帯の方の手続きができます。 

※マイナポータルから転出届を行った後は、引越し先の市区町村窓口で転入届等の手続きが必要です。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課住民係 （32）0211 

政治活動のために使用する事務所の立札および 
看板の類の証票について 

 政治活動のために使用する立札および看板の類(○○後援会、○○連絡事務所)を掲示するにあたっては、

公職選挙法に基づき、町選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければなりません。 

現在使用されている証票は、令和７年３月31日をもって有効期限が切れることから、引き続き看板の類

を掲示する場合には証票を更新する必要があるので、手続きをお願いします。詳しくは、町選挙管理委員

会事務局まで問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町選挙管理委員会 （32）2111（内線232） 
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協会けんぽ山形支部からのお知らせ 

令和７年度の保険料等が変わります 

健康保険料率 ９.８４％ → ９.７５％ 
※令和７年３月分（４月納付分）より変更 

介護保険料率 １.６０％ → １.５９％ 
※40～64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。 

 今年度の保険料引下げには、加入者のみなさんの健康づくりへの取組み（インセンティブ制度※） 

結果が大きく影響しています。 

 引続き健診や特定保健指導などの疾病予防への取組みに協力をお願いします。 

※インセンティブ制度・・・協会けんぽの加入者および事業主の取組みに応じて、インセンティブ 

（報奨金）を付与し、負担している都道府県支部ごとの健康保険料率に 

反映させる制度。該当年度の取組みは翌々年度の保険料率に反映さ 

れます。 

▼問い合わせ／全国健康保険協会山形支部企画総務グループ 023（629）7226 

協会けんぽの受診券を使って住民健診を受けましょう

次の①～③に該当する方は、住民健診の際に受診券を提示することで、お得に受診することができ

ます。なお、令和７年度の受診券は、４月上旬に発送予定です。 

①協会けんぽに加入している。 

②お勤めの方の被扶養者である。 

③40～74歳である。 

▼ ／全国健康保険協会山形支部保険グループ 023（629）7225（音声案内２番） 

小
原
流
伝
統
文
化 

い
け
ば
な
親
子
教
室 

楽
し
く
い
け
ば
な
を
学
び
ま
し
ょ

う
。
子
ど
も
の
想
像
力
を
育
み
、
花
に

興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
づ
く
り
に
、
ぜ

ひ
参
加
く
だ
さ
い
。 

▼
日
時
／ 

① 

５ 

月
18
日
（
日
） 

② 

６ 

月 

７ 

日
（
土
）
～
８
日
（
日
） 

③ 

７ 

月 

６ 

日
（
日
） 

④ 

８ 

月
10
日
（
日
） 

⑤ 

９ 

月 

７ 

日
（
日
） 

⑥
10
月
12
日
（
日
） 

⑦
11
月 

９ 

日
（
日
） 

⑧
12
月 

７ 

日
（
日
） 

※
各
回
と
も
午
前
９
時
～
１
時
間
程
度 

※
②
は
花
展
に
参
加
し
ま
す
。 

▼
場
所
／
新
庄
市
民
プ
ラ
ザ 

▼
対
象
／
小
学
生
～
高
校
生
、
そ
の
保

護
者 

▼
費
用
／
１
回
あ
た
り
１
，
０
０
０
円

（
花
材
代
） 

▼
定
員
／
15
名
程
度 

▼
持
ち
物
／ 

タ
オ
ル
、
新
聞
紙
、
メ
モ
帳 

※
花
器
、
剣
山
、
ハ
サ
ミ
は
主
催
側 

で
準
備
し
ま
す
。 

▼
〆
切
／
４
月
30
日
（
水
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

（
一
財
）
小
原
流
新
庄
教
室
担
当 

植
松
路
子 

 

０
８
０
（
１
８
５
８
）
０
２
０
１ 

※
文
化
庁
伝
統
文
化
親
子
教
室
事
業 



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

山形県と舟形町はひとり親の方の生活の安定のため 
資格取得を応援します 

山形県内にお住まいで、以下の要件を満たす方を対象に資格取得の支援を行います。 

○児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準にある方 
○就職に有利で、生活の安定につながると考えられる資格を取得するために、養成機関で 
1年以上修業する方 
（例：看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、調理師など） 

〇就業または育児と就業の両立が困難な方 
 給付金名 金額 申請先 

①児童扶養手当 所得・児童数により変動 舟形町健康福祉課福祉係 

②高等職業訓練促進給付金 
住民税非課税世帯 月額100,000円 

住民税課税世帯  月額 70,500円 

最上総合支庁子ども家庭支援課 

（29）1245 

①、②を受給している方   

③ひとり親家庭生活応援給付金 
生活応援給付金  月額 50,000円 

通学応援給付金  月額 20,000円まで 
舟形町健康福祉課福祉係 

※①、②、③にそれぞれの要件があります。他にハローワークで手続きができる自立支援教育訓練給付金もあります。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 （32）0655 

農地中間管理事業スケジュール 
農用地利用集積等促進計画（地域計画に基づいた賃貸借）のスケジュールは次のとおりです。令和７年度

の新規受付分に関して、口座振替は１回目の〆切までが対象となりますので注意ください。２回目以降は令

和８年度からの口座振替となります。 

▼募集期間／令和７年３月26日（水）～令和８年１月９日（金） 

▼〆  切／１回目：令和７年４月10日（木）   ２回目：令和７年８月８日（金） 

      ３回目：令和７年９月10日（水）   ４回目：令和７年10月10日（金） 

      ５回目：令和７年11月10日（月）   ６回目：令和７年12月10日（水） 

      ７回目：令和８年１月９日（金） 

▼応募方法／町農業振興課に問い合わせください。 

▼申込みに当たっての留意点／ 

・受付の手続きに時間がかかるため、あらかじめ連絡をお願いします。 

・売買に関してもこのスケジュールで行いますのでご相談ください。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町農業振興課農政企画係 （32）0947 

国
税
専
門
官
募
集 

 

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
バ
イ

タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
国
税
専
門
官

を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

▼
受
験
資
格
／ 

（
１
）
平
成
７
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
16
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方 

（
２
）
平
成
16
年
４
月
２
日
以
降
生

ま
れ
で
次
の
条
件
を
満
た
す
方 

①
短
大
を
の
ぞ
く
大
学
を
卒
業
し
た

者
お
よ
び
令
和
８
年
３
月
ま
で
に

大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
方 

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
方
と
同
等

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
方 

▼
申
込
み
方
法
／
国
家
公
務
員
試
験

採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
よ
り
申
込
み 

    

▼
〆
切
／
３
月
24
日
（
月
） 

▼
第
一
次
試
験
日
／
５
月
25
日
（
日
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課 

試
験
研
修
係 

０
２
２
（
２
６
３
）
１
１
１
１ 

人
事
院
東
北
事
務
局 

０
２
２
（
２
２
１
）
２
０
２
２ 



                                  

                                   

                                  

                                  

                                  

スマホ講座 毎週開催 
スマートフォンについて、わからないことは何度でも。個別相談も受付けます。 

参加費無料 
健康ポイント 
対象事業 

４月の開催日 時間 会場 

毎週木曜日 
午後２時   ～４時 

農村環境改善センター         （堀内会場） 
午後６時 30分～８時 30分 

毎週金曜日 
午後１時 30分～３時 30分 中央公民館              （舟形会場） 

午後３時 30分～４時 30分 中央公民館      ※よろず相談  （舟形会場） 

毎週土曜日 午後１時 30分～３時 30分 長沢集学校              （長沢会場） 

▼問い合わせ／長沢集学校 （29）8255 

障がいのある方が日ごろ培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに

企業や社会一般の人々が障がいのある方に対する理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的と

して「アビリンピックやまがた(第 23回山形県障害者技能競技大会)」を開催します。 

▼ ／７月 ３ 日(木)  午前９時 30分～午後２時 30分 

▼ ／山形ビッグウイング 

▼ ／無料  

▼参加募集期間／４月 15日（火）～５月 14日（水） 

▼申込み・問い合わせ／（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部 023（674）9567 

陸上自衛隊第６師団創隊 63周年 
神町駐屯地創立 69周年 
 

記念行事 
日時 ４月 13日（日）午前８時～午後３時 

場所 神町駐屯地 

 ▼そ の 他／・申込み不要 

・さくらんぼ東根駅、天童駅から無料シャトルバス用意 

▼問い合わせ／陸上自衛隊第６師団司令部総務課広報班 0237（48）1151 

『
や
ま
が
た
縁
結
び
隊
』 

結
婚
相
談
会 

 

や
ま
が
た
縁
結
び
隊
は
、
結
婚
を

希
望
す
る
独
身
男
女
の
出
会
い
の
機

会
を
拡
大
す
る
た
め
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
仲
人
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
団

体
で
す
。
結
婚
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
の
で
気
軽
に
利
用
く
だ
さ
い
。 

▼
開
催
日
時
／ 

４
月
12
日
（
土
） 

午
後
１
時
～
４
時
45
分 

（
１
組
45
分
程
度
） 

▼
会
場
／ 

や
ま
が
た
ハ
ッ
ピ
ー
サ
ポ
ー
ト 

セ
ン
タ
ー
最
上
支
所
（
新
庄
市
） 

▼
対
象
者
／
結
婚
を
希
望
す
る
方
ま

た
は
そ
の
家
族
（
予
約
制
） 

▼
費
用
／
無
料 

▼
〆
切
／
４
月
９
日
（
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第10回YAMAGATA夢婚 募集 
夢の結婚式を、抽選で１組にプレゼントします。 

▼応募対象者／県内在住で結婚式を挙げていない夫婦  

▼応募条件／取材活動や写真掲載などに協力いただける方 

▼応募方法／右のＱＲコードの"YAMAGATA" 夢婚エントリーシートから申込みください。 

▼一次〆切／４月30日（水） 

▼問い合わせ／山形ウェディング協議会事務局 023（672）0330 

～山形ウェディング協会主催～ 



舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センターの使用料のお知らせ 
 

舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料は次のとおりです。別に照明・冷暖房等使用料がかかる場合があります。 

(１) 体育館使用料 

区分 9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～21：00 9：00～21：00 

団体 

高校生以下 

全面 550円 550円 1,100円 2,200円 

半面 280円 280円 550円 1,100円 

１／４面 140円 140円 280円 550円 

一般 

全面 1,100円 1,100円 2,200円 4,400円 

半面 550円 550円 1,100円 2,200円 

１／４面 280円 280円 550円 1,100円 

個人 

高校生以下 
１人２時間につき40円 

※ただし、２時間を超える時間については１時間につき10円加算 

一般 
１人２時間につき40円 

※ただし、２時間を超える時間については１時間につき10円加算 

※営利目的の使用の場合は、団体・一般・全面の使用料の５倍の金額 

使用料等が減免となる場合は次のとおりです。ただし、申請が必要です。 

【使用料が減免となる場合】 

(１) 他の地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に使用するとき。 

(２) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。 

(３) 社会教育団体等※1の町民のみで構成する団体がその目的のため使用するとき。 

   ※1：スポーツ協会登録団体 

【照明・冷暖房等使用料が減免となる場合】 

(１) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。 

(２) 町内中学校部活動および町内スポーツ少年団がその目的のために使用するとき。 

▼問い合わせ/舟形町Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎（32）3501 

使って便利！楽しさいろいろ  

山形県立図書館の電子書籍サービス 
山形県立図書館では、パソコンやスマートフォンなどから24時間利用できる「電

子書籍サービス」を提供しています。インターネットに接続できる環境であれば、

いつでもどこでも利用可能です。右のＱＲコードから、ぜひご利用ください。 

▼問い合わせ／山形県立図書館 ☎023（631）2523 

電磁石銃（レールガン）の無償引取り 
銃砲刀剣類所持等取締法の改正に伴い、電磁石銃が所持禁止の対象となります

が、危害予防上の観点から、警察では電磁石銃の無償引取りを実施しています。電

磁石銃を所持している方は、令和７年８月31日までに手放すか、令和７年８月29日
までに所持許可を申請しなければなりません。 
電磁石銃の引取りを希望する方は、警察署に連絡してください。 

▼問い合わせ／新庄警察署生活安全課 ☎（22）0110 



 児童手当の4月以降の監護に関する確認について  

児童手当の多子加算（第3子以降の支給額が月額3万円に増額）を受けている方の養育する高

校生年代の子が、18歳年度末を迎える場合、または、大学生世代の子が継続して親の監護を受け

る場合に、児童手当の加算を受けるには申請が必要です。４月以降の所属等について3月21日ま

でに忘れずに手続きをしてください。 

 制度改正にかかる認定手続きについて  

高校生世代の子の児童手当開始の手続きや、２２歳までの子を監護に関する手続きをしていな

い方は、３月31日までに手続きをしてください。手当の開始を１０月に遡ることができる最終期限

ですので、忘れずに手続きをしてください。 

 

 

 

父または母の死亡、父母の離婚などで父親または母親と生計を別にしている、もしくは父または
母が一定の障がいを持つ、18歳未満の児童（一定の障がいがある場合は20歳未満）が健やかに
育成されるように、児童の養育者に支給されます。ただし、所得制限があります。 

▼手続き／新規申請、他の市区町村からの転入、氏名および住所変更、支払口座の変更などは町

健康福祉課福祉係で手続きが必要です。 

▼持ち物／申請者名義の通帳、個人番号のわかるもの、戸籍など 

▼その他／ 

・婚姻を解消していても、父または母の配偶者に養育されている場合などは支給対象外です。 

・家庭の状況が変わった（老齢・障がい等の年金受給開始など）場合には早めに連絡ください。 

   返還が必要な場合があり、報告が遅れると返還金額が多くなってしまいます。 

・受給者または児童が公的年金給付（老齢福祉年金、遺族補償など）を受給している場合、その

額により全部または一部が制限されます。 

 

20歳未満の精神や身体に障がいのある児童が健やかに育成されるように、児童を在宅で養育
している両親等に支給されます。ただし、所得制限があります。 

▼手続き／新規申請や他の市区町村からの転入、氏名住所変更、支払口座の変更などは町健康

福祉課福祉係で手続きが必要です。 

▼持ち物／申請者名義の通帳、診断書、個人番号のわかるものなど必要書類があります。 

▼その他／ 

・提出された診断書をもとに、県が障がいの等級に関する審査を行います。 

・認定後も一定期間経過後に診断書の提出を求められます。医療機関の予約が取れずに遅れて

しまった場合は、その分手当が支給できなくなるため、早めの対応をお願いします。 

 

該当になる可能性のある方に事前にお知らせをしていますが、子が一度も舟形町に住所を置いたことが無

い場合や、その他特別な事情がある方については把握できないため、問い合わせの上申請してください。 

児童手当などのお知らせ 

問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

 



 

           
月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

４月15日（火） ベビーマッサージ講座 
生後２ヵ月～ 

ハイハイのころまで 

午前９時50分～ 

10時 

福祉避難所 
てとて 

バスタオル２枚、オムツ、着替え、防水シーツ、 

ミルク等水分補給できるもの  

４月18日（金） 

１歳児歯科健診 令和６年３月生 

午前０時50分～ 

１時30分 

母子手帳、歯の健康手帳、フッ素塗布申込書、 

フェイスタオル 

２歳児歯科健診 令和５年３～５月生 母子手帳、問診票、歯の健康手帳、 

フェイスタオル ２歳６ヵ月児歯科健診 令和４年９～11月生 

歯科健診 

フッ素塗布 

令和３年４・５月、 

令和４年６～８・12月、 

令和５年１～２月生 

午後１時～ 

１時30分 

歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ、 

フェイスタオル 

４月25日（金） 乳児健診 
令和６年12月・令和７年１月 

令和６年６～７月生 

午前０時50分～ 

１時30分 

母子手帳、ミルク、オムツ、着替え等、 

問診票（３～４ヵ月健診児のみ） 

 

 

  

 

 

 

                         

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（３２）０８１０ 

保健事業のお知らせ 

保健センターだより 

◆乳幼児健診および講座◆ ※各講座の申込みは、スマートフォンなどの母子手帳アプリ「めがみちゃん」からも可能です。 

▼期日／４月14日（月） 

    ４月30日（水） 

▼場所／最上検診センター 

▼受付／対象者に別途通知 

最上検診センター （23）3411 

※日程変更、キャンセルなど 

≪人間ドック・特定健診≫ 

※いずれの事業も 

ふるさと納税を活用しています。 

※人間ドック・特定健診・がん検診（胸部レントゲンをのぞ

く）の会場がすべて最上検診センターとなっています。

希望される方には送迎をしますので最上検診センターに

連絡してください。 

帯状疱疹ワクチンの定期接種化について 
これまで50歳以上の方を対象にワクチン接種への助成を

行なってきましたが、令和７年４月より、65・70・75・80・

85・90・95・100歳以上の方が定期接種の対象となります。 

対象者には予診票を送付します。なお、令和６年度に助成

を受けた方は対象外です。 

≪定期健康相談≫午前９時～正午 

一般健康相談（血圧測定、健診結果、こころの相談等）を行

います。ご相談の方は健康福祉課③番窓口へお越しください。

来庁できない方は、電話相談も可能です。 

≪妊婦さんとパパ・ママの定期健康相談≫午前10時～正午 

母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等に

よる発育・発達相談、妊婦さんと子育て中のお母さんの心と

身体の個別相談を行います。ご相談の方は福祉避難所「てと

て」へお越しください。保健師と助産師が対応します。 

◆健康相談◆ 
 

相談日:４月７日（月）、21日（月） 


